
平
成
二
十
八
年
四
月
十
四
日

参

議

院

内

閣

委

員

会

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
及
び
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す

る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一

内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
験
と
能
力

を
備
え
た
人
員
、
予
算
、
人
材
育
成
措
置
を
継
続
的
に
確
保
し
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
を
着
実
に
実
施
可
能
な
体

制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
業
務
を
委
託
す
る
法
人
に
対
し
て
も
、
当
該
業
務
を
着
実
に
実
施
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

二

サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
多
様
化
等
の
環
境
変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
た
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
適
切
に
実
施
す
る
た

め
、
内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
し
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
案
発
生
時
に
お
け
る
被
害
の
抑
制
や
迅
速

な
対
処
の
た
め
の
支
援
措
置
、
重
要
社
会
基
盤
事
業
者
等
に
お
け
る
事
案
情
報
の
迅
速
か
つ
省
庁
横
断
的
な
共
有
、
被
害
の

有
効
な
回
避
の
た
め
の
措
置
の
準
備
等
、
必
要
と
な
る
施
策
を
講
ず
る
こ
と
。

三

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
推
進
会
議
・
危
機
管
理
関
係
省
庁
連
絡
会
議
合
同
会
議
申

合
せ
に
基
づ
き
、
初
動
対
処
訓
練
等
を
通
じ
て
即
時
対
応
可
能
な
能
力
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
と
と

も
に
、
今
後
と
も
適
宜
シ
ナ
リ
オ
非
提
示
型
の
訓
練
を
実
施
し
、
各
行
政
機
関
の
効
果
的
な
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
体
制

の
構
築
に
役
立
て
る
こ
と
。

四

国
の
行
政
機
関
等
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
不
正
な
活
動
の
監
視
そ
の
他
の
当
該
情
報
シ
ス
テ
ム
を
防
御
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
に
際
し
て
は
、
各
行
政
機
関
等
に
お
け
る
保
秘
の
運
用
基
準
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
案
発
生
時
の
関
連

企
業
等
と
の
約
定
事
項
等
が
異
な
り
得
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
か
ら
業
務
を
委
託
さ

れ
る
法
人
が
、
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
関
係
機
関
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
情
報
に
触
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
留
意
し
、
そ
の

上
で
、
同
セ
ン
タ
ー
が
不
正
な
活
動
の
痕
跡
情
報
や
属
性
の
調
査
も
視
野
に
入
れ
た
対
応
を
実
施
で
き
る
よ
う
、
関
係
機
関

と
事
前
協
議
を
重
ね
る
な
ど
し
て
協
力
関
係
を
密
に
す
る
こ
と
。



五

本
法
施
行
か
ら
二
年
を
経
た
後
に
、
内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
が
監
査
業
務
を
委
託
す
る
法
人
に
よ
る
独

立
行
政
法
人
及
び
指
定
法
人
に
対
す
る
業
務
の
在
り
方
を
検
証
し
、
関
係
機
関
に
対
す
る
監
査
業
務
の
委
託
の
是
非
を
検
討

す
る
こ
と
。

六

監
査
業
務
を
委
託
す
る
法
人
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
を
始
め
と
す
る
各

法
人
の
特
性
と
能
力
を
見
極
め
、
事
態
を
幅
広
く
想
定
し
て
き
め
細
か
く
精
査
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

七

内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
が
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
以
外
に
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
所
掌
業
務
、
当
該
業
務
に
係
る
秘
密
保
持
義
務
等
の
必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

八

内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
設
置
根
拠
や
所
掌
事
務
、
権
限
等
に
つ
い
て
、
現
行
制
度
で
は
業
務
遂
行
に

重
大
な
支
障
が
生
じ
る
状
況
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
と
は
別
の
法
律
に
定
め
る
こ
と
等
の

法
制
上
の
措
置
の
是
非
を
検
討
し
、
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。

九

内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
、
我
が
国
の
組
織
に
対
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
関
す
る
情
報
の
よ
り
迅
速
か

つ
効
果
的
な
共
有
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
、
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。

十

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
自
由
を
阻
害
し
、
サ
イ

バ
ー
空
間
が
分
断
さ
れ
る
要
因
と
な
ら
な
い
よ
う
、
細
心
の
注
意
を
払
う
こ
と
。

十
一

本
法
に
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
三
日
の
本
委
員
会
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
案
に
対
す
る
附

帯
決
議
の
諸
点
の
う
ち
三
及
び
七
の
観
点
を
踏
ま
え
、
防
護
対
象
と
な
る
特
定
の
行
政
機
関
や
重
要
社
会
基
盤
事
業
者
等
に

つ
い
て
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
事
案
の
態
様
に
よ
っ
て
は
我
が
国
の
安
全
と
秩
序
に
極
め
て
深
刻
な
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
対
象

と
な
る
か
ど
う
か
を
区
別
し
、
防
護
対
象
の
重
要
性
の
段
階
に
応
じ
、
未
知
の
攻
撃
手
法
や
想
定
外
の
攻
撃
対
象
へ
の
攻
撃

に
も
柔
軟
に
対
応
で
き
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
対
象
に
対
す
る
実
効
あ
る
帯
域
制
御
の
在
り
方
に
つ

い
て
所
要
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

十
二

本
法
施
行
後
二
年
以
内
に
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
の
施
行
の
状
況
及
び
本
附
帯
決
議
へ
の
対
処
の
状
況
を

踏
ま
え
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
を
見
直
す
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


